
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和２年５月２８日 １２時００分ごろ 

発生場所 神奈川県二宮
にのみや

町二宮海岸沖 

大磯港西防波堤灯台から真方位２４５°３.１海里付近 

 （概位 北緯３５°１６.９′ 東経１３９°１５.７′） 

事故の概要  水上オートバイエムズ 3 号は、北東進中、波を乗り越え着水する

際、船長が負傷した。 

事故調査の経過 令和２年６月５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ エムズ 3号、０.１トン 

 ２３５－４７４８２神奈川、株式会社濱畑企画 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約５.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、二宮海岸沖を約６０km/h の速力

（対地速力、以下同じ。）で北東進中、船長が、船首方至近に認めた

浮遊物を右に避けた後、前方至近に波高約１ｍの波を認め、波を乗り

越え着水する際、右舷舷縁に右足の脛
すね

と踵
かかと

が当たり、右舷側に落水

した。 

船長は、自力で本船に這い上がり、出発場所のマリンクラブに戻っ

たところ、右足に痛みを感じたので、友人に１１９番通報を要請し、

救急車により病院に搬送され、右腓
ひ

骨
こつ

骨幹部及び右足間接内果
な い か

骨折と

診断された。 

船長は、約６０km/h の速力で波を乗り越えた際、船首が跳ね上がっ

て着水し、身体を支えることができなかったので、減速していれば良

かったと本事故後に思った。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析  本船は、二宮海岸沖を北東進中、船長が、約６０km/h の速力で、

波高約１ｍの波を乗り越えたことから、船首が跳ね上がって着水し、

身体を支えることができなくなり、右舷舷縁に右足の脛と踵が当たっ

て負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、二宮海岸沖を北東進中、船長が、約６０km/h 

の速力で、波高約１ｍの波を乗り越えたため、船首が跳ね上がって着

水し、身体を支えることができなくなり、右舷舷縁に右足の脛と踵が



当たったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、付近の波の発生状況に注意を払って遊

走するとともに、波を乗り越える際、十分に減速すること。 

 


